
９
月
１
日
（火）
か
ら

臨
時
福
祉
給
付
金
の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

▼
問
合
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祉
グ
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ー
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付
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制
度
に
対
す
る
お
問
い
合
わ
せ
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す
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ヤ
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臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
平
成
26
年
度
と
同
様
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
際
し
、
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影

響
を
考
慮
し
て
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。

●
消
費
税
率
は
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
８
％
に
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
10
％
に
な
り
ま
す
。

●
引
き
上
げ
分
は
、
す
べ
て
子
育
て
、
医
療
・
介
護
、
年
金
を
充
実
・
安
定
化
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
平
成
26
年
度
と
同
様
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
際
し
、
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影

響
を
考
慮
し
て
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。

●
消
費
税
率
は
、
平
成
26
年
４
月
か
ら
８
％
に
、
平
成
29
年
４
月
か
ら
10
％
に
な
り
ま
す
。

●
引
き
上
げ
分
は
、
す
べ
て
子
育
て
、
医
療
・
介
護
、
年
金
を
充
実
・
安
定
化
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民

票
が
播
磨
町
に
あ
り
、
次
の
支
給
要

件
を
満
た
す
可
能
性
が
あ
る
方
に
は
、

８
月
末
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

臨
時
福
祉
給
付
金

（
支
給
要
件
）

▼
支
給
対
象
　
平
成
27
年
度
分
の
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※

た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の

被
扶
養
者
や
生
活
保
護
の
受
給
者
は

除
き
ま
す
。

▼
支
給
額
　
１
人
６
千
円

※

今
年
度
は
加
算
措
置
は
あ
り
ま
せ

ん
。

申
請
方
法

　申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
・
押

印
し
、
本
人
確
認
書
類
（
写
し
）
と

振
込
先
に
指
定
し
た
口
座
が
確
認
で

き
る
書
類
（
写
し
）
を
同
封
の
返
信

用
封
筒
に
入
れ
郵
送
（
切
手
不
要
）
、

ま
た
は
特
設
窓
口
ま
で
ご
持
参
く
だ

さ
い

▼
申
請
期
間
　
９
月
１
日
（火）
〜
平
成

28
年
３
月
１
日
（火）

●
郵
送
で
提
出
の
場
合
の
送
り
先

〒
６
７
５‐

０
１
８
２

東
本
荘
１‐

５‐

30

播
磨
町
福
祉
グ
ル
ー
プ
給
付
金
担
当

注
意
事
項

◎
申
請
が
集
中
す
る
と
、
窓
口
が
混

雑
し
、
長
く
お
待
ち
い
た
だ
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
返
信
用
封

筒
に
よ
る
郵
便
申
請
を
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◎
支
給
は
10
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。

◎
申
請
書
類
が
全
て
整
っ
て
か
ら
支

給
ま
で
、
２
ヵ
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
決
定
後
、
振
り
込
み
に
関
す

る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

◎
な
お
、
８
月
末
に
申
請
書
を
郵
送

し
ま
す
が
、
申
請
書
が
届
か
な
い

方
で
、
上
記
チ
ャ
ー
ト
に
よ
り
対

象
と
思
わ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◎
Ｄ
Ｖ
被
害
者
や
児
童
福
祉
施
設
な

ど
に
入
所
し
て
い
る
児
童
な
ど
で
、

他
の
市
区
町
村
か
ら
住
民
票
を
移

さ
ず
に
播
磨
町
に
お
住
ま
い
の
方

に
つ
い
て
は
、
播
磨
町
で
申
請
を

受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

給
付
金
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
　
平
成
27
年
１
月
２
日
以
降
に
播

磨
町
に
引
っ
越
し
て
き
た
場
合
の

給
付
金
の
受
け
取
り
は
ど
う
な
り

ま
す
か
？

Ａ
　
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
住

民
登
録
さ
れ
て
い
た
市
区
町
村
で

支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
請
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
直
接
、
該

当
の
市
区
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

Ｑ
　
基
準
日
以
降
に
生
ま
れ
た
場
合

や
亡
く
な
っ
た
場
合
は
給
付
金
の

対
象
に
な
り
ま
す
か
？

Ａ
　
基
準
日
（
平
成
27
年
１
月
１

日
）
に
生
ま
れ
た
方
は
対
象
と
な

り
ま
す
が
、
基
準
日
の
翌
日
以
降

に
生
ま
れ
た
方
は
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
播
磨
町
が
支
給
決

定
す
る
ま
で
の
間
に
亡
く
な
ら
れ

た
方
も
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。
※受給の可否や課税状況については、電話ではお答えできません。

基準日は平成27年1月1日になります。

生活保護を受けて
いますか。

27年度分の
住民税は課税
されていますか。

27年度分の
住民税は課税され
ている方に生活の
面倒を見てもらっ
ていますか。

いいえ いいえ

「臨時福祉給付金」（簡素な給付措置）の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”
にご注意ください。

市町村や厚生労働省などをかたった不審な電
話や郵便があった場合は、上記の福祉グルー
プまたは警察相談専用電話（＃９１１０）に
ご連絡ください。

対 象 者 診 断 チ ャ ー ト対 象 者 診 断 チ ャ ー ト

臨 時 福 祉臨 時 福 祉

対象ではありません。
※保護基準の改定で
　消費税の負担に対
　応しています。

対象ではありません。

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可能性があります。
（6,000円）

はい はいはい

いいえ

本人確認書類
　住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保
険証などの写し

指定した口座が確認できる書類
　金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳
やキャッシュカードの写し

※ただし、昨年度も播磨町から支給された受給対象者で、
今年度も同じ金融機関口座への振込を希望される場合は、
指定した口座が確認できる書類（写し）は必要ありません。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

　
申
請
期
限
が
12
月
１
日
（火）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
申
請
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
・
５
月
末
に
送
付
し
ま
し
た
児
童
手
当
の
現
況
届
に
申
請
欄
が
あ
り
ま
す

　
・
公
務
員
の
方
は
、
所
属
長
か
ら
配
布
さ
れ
る
公
務
員
用
の
申
請
書
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

　
・
平
成
27
年
度
は
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者
へ
も
支
給
さ
れ
ま
す

▼
問
合
せ
　
福
祉
グ
ル
ー
プ
☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
６
１
、
２
３
６
２

●
９
月
１
日
（火）
〜
30
日
（水）
は
、
特
設

窓
口
を
開
設
し
ま
す

▽
場
所
　
役
場
第
１
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー
　
臨
時
福
祉
給
付
金
特
設
窓
口

▽
受
付
期
間
・
時
間
　
９
月
１
日
（火）

〜
30
日
（水）
　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後

４
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

●
10
月
１
日
（木）
〜
３
月
１
日
（水）
は
、

福
祉
グ
ル
ー
プ
給
付
金
担
当
で
受
け

付
け
ま
す

▽
場
所
　
役
場
第
１
庁
舎
１
階
　
福

祉
グ
ル
ー
プ

▽
受
付
期
間
・
時
間
　
10
月
１
日
（木）

〜
平
成
28
年
３
月
１
日
（火）
　
午
前
９

時
30
分
〜
午
後
４
時
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）

カクニンジャ確認じゃ

申請じゃ

ワタシも？

ワシらも？

ボクも？
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